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多文化共生の背景 （在留外国人の増加）

○平成8年～28年の20年間で在留外国人数は100万人以上増加。ここ数年も、特別永住者を除き、在留外国人数
は概ね増加傾向。

○平成30年12月、改正出入国管理法の審議の中で、政府は新たな在留資格「特定技能」を今後5年間で最大約
34万人まで受け入れる試算を公表し、今後も在留外国人の総数は増加する見込み。

（出典）法務省・厚生労働省・経済産業省「高度外国人材の受入れ・就労状況」未来投資会議構造改革徹底推進会合

「企業関連制度・産業構造改革・イノベーション」会合（雇用・人材）（第２回） 資料４、
<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo2018/koyou/dai2/siryou4.pdf>

【総務省「ＡＩインクルージョン推進会議（第１回） 事務局説明資料」より一部抜粋】
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【参考】 多文化共生の背景 （訪日外国人の増加）

2018年各国·地域別の内訳 年別国·地域ごとの訪日外客数の推移

観光客としての外国人数（国・地域別）の推移

○近年までの急激な増加の結果、全体の4分の3が東アジアから訪日。

○政府は観光客としての外国人を2020年までに年間4,000万人受け入れる目標であり、今後も増加の見込み。

（主な出典）
●日本政府観光局（JNTO）「日本の観光統計データ」平成30年12月25日更新、<https://statistics.jnto.go.jp/>
●観光立国推進閣僚会議決定「観光ビジョン実現プログラム2018」（観光ビジョンの実現に向けたアクション・プログラム2018）平成30年6月12日

【総務省「ＡＩインクルージョン推進会議（第１回） 事務局説明資料」より一部抜粋】
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出典：「平成２５年度横浜市外国人意識調査 調査結果報告書：
http://www.city.yokohama.lg.jp/kokusai/multiculture/chosa/h25report.pdf

【調査概要】
住民基本台帳からの無作為抽出によって横浜市内在住外国人のうち満20歳以上の人5,000人を選び、郵送によるアンケート調査を実施。
回収数：1,505件
調査期間：平成25年7月

【在住外国人が日常生活で困っていること】

外国人が我が国で生活・滞在する上での課題 ～言葉の壁～

在外外国人が日常生活で困っていることとして、

・日本語の不自由さ
・病院・診療所に外国語のできる人がいない
・行政の窓口で外国語が通じない
・外国語の表示の少なさ

など、「言葉の壁」によるものが多い。

【総務省「ＡＩインクルージョン推進会議（第１回） 事務局説明資料」より一部抜粋】
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【訪日外国人観光客が困ったこと】

【参考】 外国人が我が国で生活・滞在する上での課題 ～言葉の壁～

出典：観光庁（2018年3月20日）「「訪日外国人旅行者の受入環境整備における国内の多言語対応に関するアンケート」結果」
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_000239.html

【調査概要】
<調査期間> 平成29年9～10月
<回答件数> 3,225件
<調査場所> 成田国際空港・東京国際空港・関西国際空港・新千歳空港・福岡空港・那覇空港
<調査内容> 訪日外国人旅行者を対象に、旅行中困ったこと及び、多言語表示・施設等のスタッフとのコミュニケーションの

状況把握のためのアンケートを実施

訪日外国人客が困ったこととして、

・多言語表示の少なさ・わかりにくさ
（観光案内板・地図等）

・施設等のスタッフとのコミュニケー
ションがとれない

など、やはり「言葉の壁」によるものが
多い。

【総務省「ＡＩインクルージョン推進会議（第１回） 事務局説明資料」より一部抜粋】
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多文化共生に係る政府の取組み （在住外国人関係施策）

「経済財政運営と改革の基本方針2018」（平成30年６月15日閣議決定。）を踏まえ、
法務省において外国人の受入れ環境の整備に関する企画及び立案並びに総合調整
を行うこととし、同省において本業務に取り組むに当たり、内閣法（昭和22年法律第５
号）第12条第２項第２号に規定する基本的な方針として本基本方針を定める。

関係府省においては、事務を分担し、相互に緊密
な連携を取りつつ、一体的かつ効率的に外国人の
受入れ環境の整備に取り組む。

「外国人の受入れ環境の整備に関する業務の基本方針について」
（平成30年7月24日閣議決定）

外国⼈材の受⼊れ・共⽣のための総合的対応策（概要）
我が国に在留する外国⼈は近年増加(264万⼈)､我が国で働く外国⼈も急増(128万⼈)､新たな在留資格を創設(平成31年4⽉施⾏)

(1) 在留資格⼿続の円滑化・迅速化
○ 受⼊企業等による在留資格⼿続のオンライン申請の開始【12億円】
○ 在留カード番号等を活⽤した申請⼿続の更なる負担軽減、標準処理期間(２週間〜１か⽉）の励⾏

(2) 在留管理基盤の強化
○ 法務省・厚⽣労働省の情報共有の更なる推進による外国⼈の在留状況・雇⽤状況の正確な把握
○ 業種別・職種別・在留資格別等の就労状況を正確に把握する仕組みの構築、公的統計の充実・活⽤
○ 出⼊国在留管理庁の創設に伴う出⼊国及び在留管理体制の強化【18億円】

(3) 不法滞在者等への対策強化
○ 警察庁、法務省、外務省等の関係機関の連携強化による不法滞在者等の排除の徹底【5億円】
○技能実習に係る失踪者情報等の収集・分析、これを踏まえた調査の徹底、実習実施者等に対する計画

認定取消し等の運⽤の厳格化、平成29年における技能実習に係る失踪者等の悉皆調査・対応

(1) 悪質な仲介事業者等の排除
○ ⼆国間の政府間⽂書の作成（９か国）とこれに基づく情報共有の実施
○ 外務省（在外公館）、警察庁、法務省、厚⽣労働省、外国⼈技能実習機構等の関係機関の連携強化

による悪質な仲介事業者（ブローカー）等の排除の徹底と⼊国審査基準の厳格化
○ 悪質な仲介事業者等の把握に向けた在留諸申請における記載内容の充実

(2) 海外における⽇本語教育基盤の充実等
○ ⽇本での⽣活･就労に必要な⽇本語能⼒を確認する能⼒判定テストをCBT（Computer  

Based Testing）により厳正に実施（９か国）
○ 国際交流基⾦等による海外における⽇本語教育基盤強化(現地教師育成､現地機関活動⽀援)
○ 在外公館等による情報発信の充実

(1) 国⺠及び外国⼈の声を聴く仕組みづくり
○ 「『国⺠の声』を聴く会議」において、国⺠及び外国⼈双⽅から意⾒を継続的に聴取

(2) 啓発活動等の実施
○ 全ての⼈が互いの⼈権を⼤切にし⽀え合う共⽣社会の実現のため、「⼼のバリアフリー」の取組を推進

外国⼈材の適正・円滑な受⼊れの促進に向けた取組

外国⼈との共⽣社会の実現に向けた意⾒聴取･啓発活動等

新たな在留管理体制の構築

全国的な研修実施の促進）
○ 地域企業やNPO等と連携した⾼校⽣等のキャリア教育⽀援、就学機会の確保【１億円】

(5) 留学⽣の就職等の⽀援
○ ⼤卒者・クールジャパン分野等の専修学校修了者の就職促進のための在留資格の整備等
○ 中⼩企業等に就職する際の在留資格変更⼿続の簡素化
○ ⽂部科学省による⼤学等の就職促進のプログラムの認定等【６億円】
○ 留学⽣の就職率の公表の要請、就職⽀援の取組状況や就職状況に応じた教育機関に対する奨学⾦の

優先配分、介護⼈材確保のための留学・⽇本語学習⽀援の充実【14億円】
○ ⽤プロセスの推進
産官学連携による採⽤後の多様な⼈材育成・待遇などのベストプラクティ
業務に必要な⽇本語能⼒レベルの企業ごとの違いなどを踏まえた多様な採

○ スの構築・横展開

適正な労働条件と雇⽤管
(6) 適正な労働環境等の確保

① 理の確保、労働安全衛⽣の確保
○ 労働基準監督署・ハローワークの体制強化 、外国⼈技能実習機構の体制強化、「労働条件相談ほっと

ライン」の多⾔語対応（８⾔語対応）
○ ｢外国⼈労働者相談コーナー｣･｢外国⼈労働者向け相談ダイヤル｣における多⾔語対応の推進･相談体制の拡充

② 地域での安定した就労の⽀援
○ ハローワークにおける多⾔語対応の推進（11⾔語対応）と地域における再就職⽀援
○ 地域ごとの在留外国⼈の状況を踏まえた情報提供・相談の多⾔語対応、職業訓練の実施

(7) 社会保険への加⼊促進等
○ 法務省から厚⽣労働省等への情報提供等による社会保険への加⼊促進
○ 医療保険の適正な利⽤の確保（被扶養認定において原則として国内居住要件を導⼊､不適正事案対応等）
○ 納税義務の確実な履⾏の⽀援等の納税環境の整備

全ての居住圏において外国⼈患者が安⼼して受診できる体制を整備
○地域の基幹的医療機関における医療通訳の配置・院内案内図の多⾔語化の⽀援

② 災害発⽣時の情報発信・⽀援等の充実
○気象庁ＨＰ、Ｊアラートの国⺠保護情報等を発信するプッシュ型情報発信アプリSafety tips等を通じた防災･
気象情報の多⾔語化･普及(11⾔語対応)、外国⼈にも分かりやすい情報伝達に向けた改善(地図情報､警告⾳等）

○三者間同時通訳による「119番」多⾔語対応と救急現場における多⾔語⾳声翻訳アプリの利⽤、災害時外国⼈
⽀援情報コーディネーターの養成

③ 交通安全対策､事件・事故､消費者トラブル､法律トラブル､⼈権問題､⽣活困窮相談等への対応の充実
○ 交通安全に関する広報啓発の実施、運転免許学科試験等の多⾔語対応
○ 「110番」や事件･事故等現場における多⾔語対応
○ 消費⽣活センター(「188番」)､法テラス､⼈権擁護機関(８⾔語対応) ､⽣活困窮相談窓⼝等の多⾔語対応

④住宅確保のための環境整備・⽀援
○賃貸⼈・仲介事業者向け実務対応マニュアル、外国語版の賃貸住宅標準契約書等の普及(８⾔語対応)
○外国⼈を含む住宅確保要配慮者の⼊居を拒まない賃貸住宅の登録・住宅情報提供・居住⽀援等の促進

⑤⾦融・通信サービスの利便性の向上
○⾦融機関における外国⼈の⼝座開設に係る環境整備、多⾔語対応の推進、ガイドラインの整備
○ 携帯電話の契約時の多⾔語対応の推進、在留カードによる本⼈確認が可能である旨の周知の徹底

(3)円滑なコミュニケーションの実現
① ⽇本語教育の充実
○ ⽣活のための⽇本語の標準的なカリキュラム等を踏まえた⽇本語教育の全国展開（地域⽇本語教育
の総合的体制づくり⽀援、⽇本語教室空⽩地域の解消⽀援等）【６億円】

○ 多様な学習形態のニーズへの対応（多⾔語ICT学習教材の開発・提供､放送⼤学の教材やNHKの⽇本語
教育コンテンツの活⽤・多⾔語化、全ての都道府県における夜間中学の設置促進等）

○ ⽇本語教育の標準等の作成（⽇本版CEFR（⾔語のためのヨーロッパ共通参照枠））
○ ⽇本語教師のスキルを証明する新たな資格の整備

② ⽇本語教育機関の質の向上・適正な管理
○ ⽇本語教育機関の質の向上を図るための告⽰基準の厳格化（出席率や不法残留者割合等の抹消基準の
厳格化、⽇本語能⼒に係る試験の合格率等による数値基準の導⼊等）

○ ⽇本語教育機関に対する定期的な点検・報告の義務付け
○ ⽇本語教育機関の⽇本語能⼒に関する試験結果等の公表義務・情報開⽰の充実
○ ⽇本語教育機関に関する情報を関係機関で共有し､法務省における調査や外務省における査証審査に活⽤

⽣活者としての外国⼈に対する⽀援

* 外国⼈材の適正・円滑な受⼊れの促進に向けた取組とともに、外国⼈との共⽣社会の実現に向けた環境整備を推進する。今後も対応策の充実を図る。 総額211億円（注）

平成 30年12月25日
外国人材の受入れ・共
生

(4) 外国⼈児童⽣徒の教育等の充実
○ ⽇本語指導に必要な教員定数の義務標準法の規定に基づく着実な改善と⽀援員等の配置への⽀援 【３億円】

○ 地⽅公共団体が⾏う外国⼈児童⽣徒等への⽀援体制整備（ICT活⽤、多様な主体との連携）
○ 教員等の資質能⼒の向上（研修指導者の養成、地⽅公共団体が実施する研修への指導者派遣等による

【17億円】

【34億円】

(1) 暮らしやすい地域社会づくり
① ⾏政・⽣活情報の多⾔語化、相談体制の整備
○⾏政・⽣活全般の情報提供・相談を多⾔語で⾏う⼀元的窓⼝に係る地⽅公共団体への⽀援制度の創設

（「多⽂化共⽣総合相談ワンストップセンター(仮)」（全国約100か所、11⾔語対応）の整備） 【20億円】

○ 安全・安⼼な⽣活・就労のための新たな｢⽣活・就労ガイドブック(仮)｣（11⾔語対応）の作成・普及
○ 多⾔語⾳声翻訳システムのプラットフォームの構築【８億円】と多⾔語⾳声翻訳システムの利⽤促進

② 地域における多⽂化共⽣の取組の促進・⽀援
○外国⼈材の受⼊れ⽀援や共⽣⽀援を⾏う受け⽫機関の⽴ち上げ等地域における外国⼈材の活躍と

共⽣社会の実現を図るための地⽅公共団体の先導的な取組を地⽅創⽣推進交付⾦により⽀援
○ 外国⼈の⽀援に携わる⼈材･団体の育成とネットワークの構築

(2) ⽣活サービス環境の改善等
① 医療・保健・福祉サービスの提供環境の整備等
○電話通訳や多⾔語翻訳システムの利⽤促進、マニュアルの整備、地域の対策協議会の設置等により

〔に関する関係閣僚会議〕

赤字ハイライト部分は全て
多言語対応に係る取組み
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【参考】 多文化共生に係る政府の取組み （訪日外国人旅行者関係施策）

「明日の日本を支える観光ビジョン」

（平成２８年３月３０日、『明日の日本を支える観光ビジョン構想会議』（議長：内閣総理大臣）において策定）

緑枠囲み部分は多言語
対応に係る取組み
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現在進められている取組みの例 （行政窓口対応の多言語化）

出典：鈴鹿市HP
http://www.city.suzuka.lg.jp/mass/files/471.html

出典：港区HP
https://www.city.minato.tokyo.jp/kokusaika/aichatservice.html
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現在進められている取組みの例 （外国人向け災害時情報提供）

プッシュ型情報発信アプリ「Safetytips」

自然災害の多い日本において訪日外国人旅行者が安心して旅行できるよう、平成26年10月から提供を開始した、
観光庁監修の外国人旅行者向け災害時情報提供アプリ。対応言語は５言語（英語・中国語（簡体字/繁体字）・

韓国語・日本語）で国内における緊急地震速報及び津波警報、気象特別警報、噴火速報をプッシュ型で通知で
きる他、周囲の状況に照らした避難行動を示した対応フローチャートや周りの人から情報を取るためのコミュニ
ケーションカード、災害時に必要な情報を収集できるリンク集等を提供。平成30年3月20日からは総務省消防庁
が配信する弾道ミサイル発射等の国民保護情報も配信。

出典：観光庁HP
http://www.mlit.go.jp/common/001225991.pdf

８



在住外国人を巡る課題と原因①

課題 原因
•⽇本語が理解できず、外国語が通じない（⾳声、⽂
字、標識等）

•外国⼈には⽇本語は難しく、⽇本⼈も外国語が苦⼿

•災害時に信頼できる情報を適切な⾔語で提供できな
い

•災害情報の多⾔語化が不⼗分
•情報が適切に届かない

•来歴や習得状況を把握できず、トラブル対応、技能
活⽤が困難。

•外国⼈⼈材が増えたことにより、管理の⼿が回らない、
コストがかかる

•⾏政機関に相談したいが、対応窓⼝が遠い、わから
ない

•多⾔語対応にはコストがかかり、対応できる⾃治体
が少ない

•病気の適切な治療を受けられない •病院などでの多⾔語化が進んでいない

•居住地区が近接しており、⽇本⼈コミュニティと摩擦
が起きる（⽣活上のマナーなど）

•コミュニティのルールが周知・徹底されていない
•⽇本⼈の異⽂化理解が少ない

•仕事に関連する書類の理解、作成が困難（給与明
細の内容や介護記録など）

•漢字などが読めない
•複雑な契約書類などが理解できない
•給与天引きの内容が説明困難

課題と原因：①技能系⼈材

【総務省「ＡＩインクルージョン推進会議（第２回） 事務局説明資料」より一部抜粋】

９



在住外国人を巡る課題と原因②

課題 原因
•家族の仕事や学校がみつからず、⽇本に来れない、
定着しない

•外国⼈向け就職サービスが不⼗分
•⼦どもの教育機会が少なく、サポートも不⼗分

•本国の家族の介護などで帰国せざるを得ない •海外で⽇本の仕事を続けられない
•⽇本に家族を呼ぼうにも適切なサービスがない

•就職活動がうまくいかず、⽇本が嫌いになってしまう
（留学⽣）

•⽇本の就職プロセスの特殊性
•企業における現場と採⽤担当のギャップ

•海外から⾃動⾞免許の更新など各種⼿続きができ
ない、複雑

•⽇本語の書類が煩雑
•海外からオンラインで⼿続きできない

•家族の社会保障などの⼿続きが⾯倒 •⽇本語の書類が煩雑
•海外からオンラインで⼿続きできない

•優秀な若⼿⼈材を採⽤できない •企業のニーズが外国⼈に伝わりにくい
•⻑期雇⽤の⽇本⼈を前提とした給与体系や昇進基
準、勤務形態

•採⽤しても定着しない •⻑期雇⽤の⽇本⼈を前提とした給与体系や昇進基
準、勤務形態

•⽇本国内での転職が容易でない

課題と原因：②専⾨職⼈材

【総務省「ＡＩインクルージョン推進会議（第２回） 事務局説明資料」より一部抜粋】

10



【参考】 訪日観光客を巡る課題と原因

課題 原因
•⽇本語が理解できず、外国語が通じない
（⾳声、⽂字、標識等）

•外国⼈には⽇本語は難しく、⽇本⼈も外国語が苦⼿

•災害時に信頼できる情報を適切な⾔語で提供できな
い

•災害情報の多⾔語化が不⼗分
•情報が適切に届かない

•キャッシュレス決済ができない •決済端末の未整備
•対応状況がわからない

•必要な⾷事が⾷べられない •宗教や嗜好の違いがわからない

•ネットにアクセスできない •安価な接続環境がない

•交通機関が利⽤しにくい •切符の買い⽅などが分からない
•乗り換えが複雑で分からない

•マナーに関するトラブル •⽂化の違いが理解、周知されていない

•直前キャンセル •ルールが徹底されていない

•特定場所に集中し、魅⼒ある地⽅を訪問してもらえ
ない

•観光地に関する情報が不⾜
•観光客の好みと観光地のマッチングができていない

課題と原因：訪⽇観光客

【総務省「ＡＩインクルージョン推進会議（第２回） 事務局説明資料」より一部抜粋】
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多言語化だけで解決できない課題への対応

我が国に生活・滞在する外国人を巡る課題への対応として、基本的な問題としての
「言葉の壁」への対応（多言語対応）を中心に進められているが、それだけでは解決
できない課題がある。

これらの課題にＩＣＴを活用して対応できないか

外国人が
必要としている情報の
周知・認知が不十分

各種手続が
複雑かつ煩雑

互いの文化・ルールを
理解し合う場がない

12



ＩＣＴ地域コミュニティ創造部会 検討事項 (第１回部会資料より抜粋)

（男女共同参画）
● 女性のICTスキルの向上（地域ICTクラブ等）、テレワークの
積極的活用、育児・介護等における各種行政手続等の負担軽
減（デジタルファースト、ワンストップ、ワンスオンリー）の促進 等

（多文化共生）
● 外国人労働者の拡充施策も踏まえ、外国人やその家族の
ICT活用による暮らしの利便性の向上（各種行政手続等の多言
語対応等の技術開発・導入、オープンデータの促進・利活用）や
災害時の情報提供の在り方 等

③ 男⼥共同参画の実現・多⽂化共⽣に向けたICT活⽤⽀援策や技術開発
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多文化共生に係る政府の取組み （在住外国人関係施策） 14


